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（2012年5⽉31⽇（設定⽇）〜2017年10⽉26⽇）

2017年10⽉26⽇

 分配対象額は、経費控除後の利⼦、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。
 分配⾦額は、委託会社が基準価額⽔準、市況動向等を勘案して決定します。

第65期決算および分配⾦のお⽀払いについて

平素は「インド債券ファンド（毎⽉分配型）」（以下、当ファンド）をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。さて、当ファンドは
第65期決算（2017年10⽉26⽇）において、分配⾦を引き下げることといたしましたので、分配⾦引下げの理由や今後
の⾒通しなどについて、Q&A形式でご報告いたします。

ファンドの
ビジュアル

など

インド債券ファンド（毎⽉分配型）

（注1）基準価額、税引前分配⾦再投資基準価額は、1万⼝当たり、信託報酬控除後です。
（注2）税引前分配⾦再投資基準価額は、分配⾦（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額とは異なります。

（注1） 「対前期末基準価額⽐率」は、各期の分配⾦（税引前）の前期末基準価額（分配⾦お⽀払い後）に対する⽐率で、当ファンドの収益率とは
異なります。第1〜62期と設定来累計の欄は、それぞれの分配⾦累計（税引前）の設定時10,000円に対する⽐率です。

（注2） 騰落率は税引前分配⾦再投資基準価額を基に算出したものであり、実際の投資家利回りとは異なります。また騰落率は設定来累計を除き、期
中騰落率を記載しています。

当ファンドにおいては、継続的な分配を⽬指しており、2012年10⽉26⽇以降、毎⽉140円の分配を継続してきました。
基準価額が下落傾向で推移したことや市況動向等を勘案した結果、今後も継続的な分配を⾏うことを⽬指し、当期の分
配⾦（1万⼝当たり、税引前）を前期の140円から100円に引き下げることといたしました。

（2017年10⽉26⽇現在）

税引前分配⾦
再投資基準価額

17,972円

基準価額
7,225円

※ 上記は過去の実績であり、将来の運⽤成果および分配を保証するものではありません。分配⾦額は委託会社が分配⽅針に基づき基準価額⽔準や市況
動向等を勘案して決定します。ただし委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。

※ ファンド購⼊時には、購⼊時⼿数料がかかる場合があります。また、換⾦時にも費⽤・税⾦などがかかる場合があります。詳しくは9ページをご覧ください。

- 2017/8/28 2017/9/26 2017/10/26 設定来累計
第1〜62期 第63期 第64期 第65期 10⽉26⽇まで

分配⾦ 8,420円 140円 140円 100円 8,800円
（対前期末基準価額⽐率） (84.2%) (1.9%) (1.9%) (1.4%) (88.0%)

騰落率
（税引前分配⾦再投資ベース） 77.3% -1.0% 1.4% 79.7%1.0%
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Ｑ1 なぜ分配⾦を引き下げたのですか。

 当ファンドは計算期間中の基準価額変動にかかわらず継続的な分配を⽬指して、第2期決算（2012年7⽉26⽇）
以降、毎⽉分配を継続してきました。

 第5期決算（2012年10⽉26⽇）以降、毎⽉140円ずつの分配を継続しましたが、第42期決算（2015年11⽉
26⽇）以降は、基準価額の下落傾向が続きました。

 このような基準価額の推移や市況動向等を勘案した結果、継続的な分配を⾏うことを⽬指すために、⼀旦、分配⾦の
⽔準を引き下げることといたしました。

Ａ1 ⾜元の基準価額が下落傾向で推移したことなどを勘案した結果、今後も継続
的な分配を⾏うことを⽬指し、分配⾦を引き下げることといたしました。

※ 上記は過去の実績であり、将来の運⽤成果および分配を保証するものではありません。分配⾦額は委託会社が分配⽅針に基づき基準価額⽔準や市
況動向等を勘案して決定します。ただし委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。

※ ファンド購⼊時には、購⼊時⼿数料がかかる場合があります。また、換⾦時にも費⽤・税⾦などがかかる場合があります。詳しくは9ページをご覧ください。

（注1） 基準価額、税引前分配⾦再投資基準価額は、1万⼝当たり、信託報酬控除後です。
（注2） 税引前分配⾦再投資基準価額は、分配⾦（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額とは

異なります。
（注3） 上記変動要因は当該期間の基準価額の変動額を主な要因に分解したもので、概算値です。

Ｑ2 なぜ⾜元の基準価額が下落したのですか？

Ａ2 主に、分配⾦の⽀払いにより基準価額は下落しました。
 第42期決算（2015年11⽉26⽇）以降、基準価額は10,000円を割り込んで下落基調が続き、2015年11⽉末

から2017年9⽉末までの下落幅は2,757円となりました。
 ⼀⽅、同期間中の税引前分配⾦再投資基準価額＊は991円上昇しており、分配⾦のお⽀払いを考慮した場合、ファ

ンドのトータルリターンはプラスでした。
 基準価額の変化幅の要因分析の通り、基準価額の下落の主要因は分配⾦のお⽀払いによるもので、組み⼊れている

債券からの投資リターンはプラスでした。

＜基準価額の推移＞
（2012年5⽉31⽇（設定⽇）〜2017年10⽉26⽇）

＜基準価額変化幅と寄与度＞
（2015年11⽉末〜2017年9⽉末）

（年/⽉）

（円）

（円）

税引前分配⾦再投資基準価額（左軸）

基準価額（左軸）

分配⾦（右軸）

【主な寄与度】

債券リターン
分配⾦485

▲3,080

【基準価額変化幅】

（ご参考）
税引前
分配⾦
再投資

基準価額

基準価額991

▲2,757

＊税引前分配⾦再投資基準価額とは分配⾦（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算した価額です。

＊ その他の要因があるため
基準価額の変化幅に合
計値は合いません。



作成基準：2016年1⽉
3/10

10 11 12 13 14  15   16   17   18  19（年度）

投資適格

（ご参考）（ご参考）

Ｑ3 インド債券の魅⼒について教えてください。

※ 上記は過去の実績および将来の予想であり、当ファンドの将来の運⽤成果や今後の市場環境等を⽰唆あるいは保証するものではありません。

 インドルピー建て国債の利回りは、主な先進国・新興国の現地通貨建て国債と⽐べて相対的に⾼い利回りが魅⼒です。
 インドの今後5年間の実質GDP成⻑率予想は、他の新興国と⽐較しても相対的に⾼く、中国を上回りＧ20の中では

最⾼⽔準にあります。
 インド国債の格付けは、中⻑期的な経済成⻑期待や財政⾚字の削減等により、今後さらなる格上げが期待されます。

Ａ3 インド債券は相対的に利回り⽔準が⾼く、国債の格付けも投資適格となっ
ており、信⽤⼒が⾼いことも魅⼒です。また、インフレ率の改善や財政⾚字
の縮⼩が進んでおり、良好なファンダメンタルズも魅⼒となっています。

（注）新興国はJPモルガンGBI-EM Broadの各国最終利回り、⽶国
はシティアメリカ国債インデックス、⽇本はシティ⽇本国債インデック
スの最終利回りを使⽤。

（出所）FactSetのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

＜主な新興国の現地通貨建て国債の利回り＞
（2017年9⽉末現在）

＜各国の実質GDP成⻑率予想＞

（注）実質GDP成⻑率予想は2017年〜2021年平均。IMFによる
予想値。

（出所）IMFのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

＜インドの格付けと財政⾚字（GDP）の推移＞

（注1） 財政⾚字（対GDP⽐）のデータは2010年度〜2019年度。年度は
当年4⽉〜翌年3⽉。2016年度は政府による予想、2017年度以降
は政策⽬標。

（注2） 格付けデータは2010年4⽉末〜2017年9⽉末。
（注3） 格付けは⾃国通貨建て⻑期債格付けを使⽤。
（出所）インド政府、Bloombergのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

＜インフレ率と⾦利の変化幅>

（注1） データは2014年9⽉から2017年9⽉までの変化幅。
（注2） インド政策⾦利はレポ⾦利を使⽤。
（出所）Bloombergのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

消費者物価指数
（前年同⽉⽐）

インド
政策⾦利

インド
10年国債利回り
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Ｑ4 投資環境と今後の運⽤⽅針について教えてください。

※ 上記は過去の実績および将来の予想であり、当ファンドの将来の運⽤成果や今後の市場環境等を⽰唆あるいは保証するものではありません。
※ 上記の⾒通しおよび運⽤⽅針は当資料作成時点のものであり、将来の投資成果および市場環境の変動等を⽰唆あるいは保証するものではありません。

今後、予告なく変更する場合があります。

（注）2017年9⽉以降はコタック予想。
（出所）Bloomberg、コタックのデータを基に三井住友アセット

マネジメント作成

＜投資環境＞
 インド経済は、2017年第1四半期の実質GDP成⻑率（前年⽐）が＋6.1％と前期から減速しましたが、これは昨年

11⽉に決定された⾼額紙幣廃⽌の景気への悪影響が出た可能性があります。また、2017年第2四半期の実質GDP
成⻑率（前年⽐）が＋5.7％と前期から減速したことについては、GST（物品・サービス税）導⼊前に企業が在庫を
削減したことが⼀因であると考えられます。

 物価については、CPI（消費者物価指数）が7⽉は前年同⽉⽐＋2.36％、8⽉には同＋3.28％となりました。
 このような中、RBI（インド準備銀⾏）は8⽉上旬の⾦融政策決定会合ではインフレ率の低下などから政策⾦利を

0.25％引き下げました。その後10⽉上旬の⾦融政策決定会合では⼤⽅の市場予想の通り、政策⾦利を据え置きま
したが、⾦融緩和傾向にある⾦融政策は債券市場にポジティブと考えられます。⼀⽅⾜元では、政府関係者が景気刺
激策の実施を⽰唆したことで、債券市場では財政⾚字の拡⼤が意識されたことなどを背景にインド5年国債利回りは⼩
幅に上昇しました。

 インドの経済成⻑はGST導⼊の影響から⼀時的に減速しましたが、今後インドは⾼い成⻑に戻っていくとみています。
 ⾷品価格に⼤きな影響を与えるモンスーン期の⾬量は、概ね平年並みの⼗分な⾬量で、⾷品価格は当⾯安定的に推

移するとみています。エネルギー価格やインド・ルピーも安定的に推移すれば、当⾯CPIも⽐較的低⽔準にとどまるとみて
います。

Ａ4 インドは⾼い成⻑に戻っていくとみています。
引き続き安定的な⾦利収益の確保と信託財産の成⻑を⽬指します。

＜今後の運⽤⽅針＞
 インド・ルピー建てインド債券市場は良好な需給を背景に堅調に推移するとみています。また、⽶ドル建てのインド債券に

ついては、⽶国が利上げ局⾯にあるため、⾦利上昇リスクに留意しつつ、慎重に運⽤する必要があるとみています。引き
続き安定的な⾦利収益の確保と信託財産の成⻑を⽬指した運⽤を⾏っていきます。

＜消費者物価指数上昇率の推移＞
（2013年12⽉〜2018年3⽉）

＜政策⾦利の推移＞
（2010年12⽉末〜2018年12⽉末）

（注）インド政策⾦利はレポ⾦利を使⽤。2017年11⽉以降はコタック
予想。

（出所）コタックのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

※上記はコタック・マヒンドラ・アセット・マネジメント（シンガポール）から提供を受けたデータおよび情報を基に記載しています。



作成基準：2016年1⽉
5/10

ファンドの特⾊
1. 主として、インドの債券等に投資することにより、安定的な⾦利収益の確保と信託財産の成⻑を⽬指します。

●インドの債券とは、国債、政府機関債、地⽅債、社債、国際機関債等です。
●社債は、インドの企業およびその⼦会社や関連会社等が発⾏する債券等とします。
●インドルピー建ての債券のほか⽶ドル建て等の債券に投資を⾏います。⽶ドル建て等の債券に投資を⾏う場合は、原則として実質的にイン
　 ドルピー建てとなるよう為替取引を⾏います。
●ファンド・オブ・ファンズ⽅式で運⽤を⾏います。
●原則として、対円での為替ヘッジは⾏いません。
※インド国内のインドルピー建て債券への投資は、投資ライセンスおよび投資枠の関係で⼤幅に制限される場合があります。

2. 実質的な運⽤は、現地の債券運⽤に強みを持つ「コタック・マヒンドラ」グループが⾏います。
●外国投資信託の配分⽐率に関し、コタック・マヒンドラ・アセット・マネジメント（シンガポール）の投資助⾔を受けます。
●投資対象とする外国投資信託は、コタック・マヒンドラ・アセット・マネジメント（シンガポール）が運⽤を⾏います。

3. 毎⽉決算を⾏い、決算毎に分配を⾏うことを⽬指します。
●毎⽉26⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）に決算を⾏い、分配を⾏うことを⽬指します。
●分配⾦額は分配⽅針に基づき委託会社が決定しますが、市況動向等によっては、分配を⾏わない場合もあるため、将来の分配⾦の⽀払
 　いおよびその⾦額について保証するものではありません。

※ 資⾦動向、市況動向等によっては、上記のような運⽤ができない場合があります。

投資リスク
基準価額の変動要因

ファンドは、投資信託を組み⼊れることにより運⽤を⾏います。ファンドが組み⼊れる投資信託は、主として海外の債券を投資対象としており、
その価格は、保有する債券の値動き、当該発⾏者の経営・財務状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下します。ファンドが組み⼊
れる投資信託の価格の変動により、ファンドの基準価額も上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがありま
す。
運⽤の結果としてファンドに⽣じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、ファンドは預貯⾦とは異なり、投資元本が保証
されているものではなく、⼀定の投資成果を保証するものでもありません。ファンドの主要なリスクは、以下の通りです。

■ 債券市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（⾦利が上昇）した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。ま
た、ファンドが保有する個々の債券については、下記「信⽤リスク」を負うことにもなります。

■ 信⽤リスク
ファンドが投資している有価証券や⾦融商品に債務不履⾏が発⽣あるいは懸念される場合に、当該有価証券や⾦融商品の価格が下がった
り、投資資⾦を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

■ 為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資
産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落（円⾼）する場合、円ベースでの評価額は下落するこ
とがあります。為替の変動（円⾼）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

■ カントリーリスク
海外に投資を⾏う場合には、投資する有価証券の発⾏者に起因するリスクのほか、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱
などによって投資した資⾦の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券の価格が⼤きく変動することがあり、基準価額が下落
する要因となります。
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投資リスク
■ 市場流動性リスク

ファンドの資⾦流出⼊に伴い、有価証券等を⼤量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、
市場規模の縮⼩や市場の混乱が⽣じた場合等には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

その他の留意点
● ファンドの投資対象である外国投資信託において為替取引を⾏う場合、直物為替先渡取引（NDF）を利⽤する場合があります。NDFの取

引価格は、需給や当該通貨に対する期待等の影響により、⾦利差から理論上期待される⽔準とは⼤きく異なる場合があります。したがって、
実際の為替市場や⾦利市場の動向から想定される動きとファンドの基準価額の動きが⼤きく異なることがあります。また、当該取引において、
取引先リスク（取引の相⼿⽅の倒産等により取引が実⾏されないこと）が⽣じる可能性があります。

● ファンドが活⽤する店頭デリバティブ取引（NDF等）を⾏うために担保または証拠⾦として現⾦等の差⼊れがさらに必要となる場合がありま
す。その場合、ファンドは追加的に現⾦等を保有するため、ファンドが実質的な投資対象とする資産等の組⼊⽐率が低下することがあります。
その結果として、⾼位に組み⼊れた場合に⽐べて期待される投資効果が得られず、運⽤成果が劣後する可能性があります。

● インドの債券市場において、外国機関投資家がインドルピー建て債券に投資を⾏う場合、FII（Foreign Institutional Investors）制度
に基づく投資ライセンスの取得や⼊札等による投資枠の取得が必要となります。そのため、当初設定から⼀定期間は、インドルピー建て債券へ
の投資割合がゼロとなることが想定されるほか、投資枠の取得状況や利⽤状況によっては、投資開始後においても当該投資割合が低くなる
場合があります。
インドルピー建て債券への投資においては、インカム・ゲインやキャピタル・ゲインに対して課税される場合があります。
今後、上記のFII制度および税制は変更される場合があります。

● 投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換⾦申込みの受付けを中⽌すること、およ
び既に受け付けた換⾦申込みを取り消すことがあります。
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お申込みメモ
購⼊単位

販売会社または委託会社にお問い合わせください。
購⼊価額

購⼊申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく分配⾦の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。

購⼊代⾦
販売会社の指定の期⽇までに、指定の⽅法でお⽀払いください。

換⾦単位
販売会社または委託会社にお問い合わせください。

換⾦価額
換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額となります。

換⾦代⾦
原則として、換⾦申込受付⽇から起算して8営業⽇⽬以降にお⽀払いします。

信託期間
2012年5⽉31⽇から2022年5⽉26⽇まで

決算⽇
毎⽉26⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）

収益分配
決算⽇に、分配⽅針に基づき分配を⾏います。委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。
分配⾦受取りコース：原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、決算⽇から起算して5営業⽇⽬までにお⽀払いいたします。
分配⾦⾃動再投資コース：原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、無⼿数料で再投資いたします。
※販売会社によってはいずれか⼀⽅のみの取扱いとなる場合があります。

課税関係
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資⾮課税制度「NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資⾮課税制度「ジュニアNISA（ニーサ）」の
適⽤対象です。ただし、販売会社によっては当ファンドをNISA、ジュニアNISAでの取扱い対象としない場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
配当控除の適⽤はありません。
※上記は、作成基準⽇現在の情報をもとに記載しています。税法が改正された場合等には、変更される場合があります。

お申込不可⽇
インド（ムンバイ）、モーリシャス、シンガポール、ニューヨークの銀⾏休業⽇またはインドの取引所の休業⽇のいずれかに当たる場合には、購⼊、
換⾦の申込みを受け付けません。
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ファンドの費⽤
投資者が直接的に負担する費⽤

○ 購⼊時⼿数料
購⼊価額に3.78％（税抜き3.50％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める⼿数料率を乗じた額です。詳しくは販売会社にお
問い合わせください。

○ 信託財産留保額
ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤
○ 運⽤管理費⽤（信託報酬）

ファンドの純資産総額に年1.08％（税抜き1.00％）の率を乗じた額です。
※投資対象とする投資信託の信託報酬を含めた場合、年1.72％（税抜き1.64％）程度となります。

○ その他の費⽤・⼿数料
上記のほか、ファンドの監査費⽤や有価証券の売買時の⼿数料、資産を外国で保管する場合の費⽤等（それらにかかる消費税等相当額を
含みます。）が信託財産から⽀払われます。これらの費⽤に関しましては、その時々の取引内容等により⾦額が決定し、運⽤状況により変化
するため、あらかじめ、その⾦額等を具体的に記載することはできません。

※ ファンドの費⽤（⼿数料等）の合計額、その上限額、計算⽅法等は、投資者の保有期間に応じて異なる等の理由により、あらかじめ具体的
に記載することはできません。

税⾦
分配時

所得税及び地⽅税　配当所得として課税　普通分配⾦に対して20.315％
換⾦（解約）及び償還時

所得税及び地⽅税　譲渡所得として課税　換⾦（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％

※ 個⼈投資者の源泉徴収時の税率であり、課税⽅法等により異なる場合があります。法⼈の場合は上記とは異なります。
※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税⾦の取扱いの詳細については、税務専⾨家等にご確認されることを

お勧めします。

委託会社・その他の関係法⼈等
委託会社 ファンドの運⽤の指図等を⾏います。

　三井住友アセットマネジメント株式会社　　　⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第399号
　加⼊協会　　 ：　⼀般社団法⼈投資信託協会、⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会、
　　　　　　　　　　　　⼀般社団法⼈第⼆種⾦融商品取引業協会
　ホームページ　：　http://www.smam-jp.com
　電話番号   　：　0120－88－2976　［受付時間］　営業⽇の午前9時〜午後5時

受託会社 ファンドの財産の保管および管理等を⾏います。
　株式会社りそな銀⾏

販売会社 ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を⾏います。
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販売会社

株式会社池⽥泉州銀⾏ 登録⾦融機関 近畿財務局⻑（登⾦）第6号 ○ ○

おかやま信⽤⾦庫 登録⾦融機関 中国財務局⻑（登⾦）第19号 ○

株式会社福島銀⾏ 登録⾦融機関 東北財務局⻑（登⾦）第18号 ○

株式会社東⽇本銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第52号 ○

株式会社富⼭第⼀銀⾏ 登録⾦融機関 北陸財務局⻑（登⾦）第7号 ○

株式会社富⼭銀⾏ 登録⾦融機関 北陸財務局⻑（登⾦）第1号 ○

株式会社⼤光銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第61号 ○

株式会社⾼知銀⾏ 登録⾦融機関 四国財務局⻑（登⾦）第8号 ○

株式会社沖縄海邦銀⾏ 登録⾦融機関 沖縄総合事務局⻑（登⾦）第3号 ○

株式会社愛媛銀⾏ 登録⾦融機関 四国財務局⻑（登⾦）第6号 ○

楽天証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第195号 ○ ○ ○ ○

丸⼋証券株式会社 ⾦融商品取引業者 東海財務局⻑（⾦商）第20号 ○

フィデリティ証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第152号 ○

⽇本アジア証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第134号 ○

⽇産証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第131号 ○ ○

髙⽊証券株式会社 ⾦融商品取引業者 近畿財務局⻑（⾦商）第20号 ○

スターツ証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第99号 ○

株式会社証券ジャパン ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第170号 ○

○

カブドットコム証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第61号 ○ ○

株式会社ＳＢＩ証券 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第44号 ○ ○

エース証券株式会社 ⾦融商品取引業者 近畿財務局⻑（⾦商）第6号 ○

⼀
般
社
団
法
⼈
 

投
資
信
託
協
会

備考

ＳＭＢＣ⽇興証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第2251号 ○ ○ ○ ○

販売会社名 登録番号
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